
別表第3(第11条関係）

監視伝染病病原体の分類

適用除外 適用除外とならない病原体

一 モルビリウイルス・リンダーペストウイルス（Ｌ株、ＢＡ－ＹＳ株及びＲＢＯＫ株、LA株及び赤穂株を
除く。）（別名　牛疫ウイルス）

Morbillivirus, Rinderpest virus (excluding L, BA-
YS, RBOK, LA and LA-AKO strains)

3ag
感染症法に規定する一種病原体等、二種病原体等、三種病原体等又は四種病原体等に該
当するものであって、病原体所持規制の対象となるものは、次に掲げるものとする。

四
アフトウイルス・フットアンドマウスディジーズウイルス（別名　口蹄疫ウイルス） Aphthovirus foot-and-mouth disease virus 3ag

一 ①十に掲げる家畜伝染病病原体であって、血清亜型がＨ２Ｎ２、Ｈ５Ｎ１、Ｈ７Ｎ７又はＨ７Ｎ９
であるもの（新型インフルエンザ等感染症の病原体を除く。）

九
アスファウイルス・アフリカンスワインフィーバーウイルス（別名　アフリカ豚コレラウイルス） Asfavirus, African swine fever virus 3ag

二 ①十一に掲げる家畜伝染病病原体であって、血清亜型がＨ５Ｎ１、Ｈ７Ｎ７又はＨ７Ｎ９である
もの（新型インフルエンザ等感染症の病原体を除く。）

二 モルビリウイルス・リンダーペストウイルス（Ｌ株、ＢＡ－ＹＳ株及びＲＢＯＫ株、LA株及び赤穂株に
限る。）（別名　牛疫ウイルス）

Morbillivirus, Rinderpest virus (limited to L, BA-
YS, RBOK, LA and LA-AKO strains)

三
②九に掲げる届出伝染病等病原体のうち、①十一のハからリまでに掲げるもの

三
マイコプラズマ・マイコイデス（亜種がマイコイデスであるものに限る。）（別名　牛肺疫菌）

Mycoplasma mycoides (limited to the SC strains
of Mycoplasma mycoides subsp. mycoides )

3 マイコプラズマ・マイコイデス（亜種がマイコイデスであるもののV株に限る。）
四 ②十四に掲げる病原体であって，血清亜型がＨ７Ｎ７であるもの（新型インフルエンザ等感染

症の病原体を除く。）
五 マイコバクテリウム・ボービス（別名　結核病菌） Mycobacterium bovis 3 マイコバクテリウム・ボービス（baille Calmette-Guerin株に限る。）

六 オルビウイルス・アフリカンホースシックネスウイルス（別名　アフリカ馬疫ウイルス） Orbivirus African horse sickness virus,AHSV 3

七 モルビリウイルス・ペストデプティルミナンウイルス（別名　小反芻獣疫ウイルス） Peste des petits ruminants virus 3

八
ペスチウイルス・クラシカルスワインフィーバーウイルス（別名　豚熱ウイルス） Pestivirus, classical swine fever virus 3 ペスチウイルス・クラシカルスワインフィーバーウイルス（ＧＰＥ－株に限る。）

十 インフルエンザウイルスＡ・インフルエンザＡウイルス（次に掲げる要件のいずれかに該当するも
の（②十四に掲げる病原体及び新型インフルエンザ等感染症の病原体を除く）に限る。
（別名　高病原性鳥インフルエンザウイルス）
イ　週齢が満六週の鶏におけるＩＶＰＩ（静脈内接種試験により得られた病原体の病原性の高さを
表した指数をいう。）が一・二を超えること。
ロ　週齢が満四週以上満八週以下の鶏に静脈内接種した際の当該鶏の死亡率が七十五パー
セント以上であること。
ハ　血清亜型がＨ五又はＨ七であつて、ヘマグルニチン分子の開裂部位に複数の塩基性アミノ
酸があり、かつ、そのアミノ酸配列がこの号に掲げる病原体であると確認されたものと類似のも
のであると推定されること。

Influenzavirus A, influenzavirus A (highly
pathogenic avian influenza virus)

3

十一 インフルエンザウイルスＡ・インフルエンザＡウイルス（（血清亜型がＨ五又はＨ七であるものであ
つて、人以外の動物から分離されたもの（前号に掲げる病原体、次に掲げる病原体及び②十四
に掲げる病原体及び新型インフルエンザ等感染症の病原体を除く。）に限る。）（別名　低病原性
鳥インフルエンザウイルス）

Influenzavirus A, influenzavirus A(low pathogenic
avian influenza virus)

　　イ　A/chicken/Mexico/232/94/CPA(H5N2)
　　ロ　A-H5N9 TW68 Bio
　　ハ　A/duck/Hokkaido/Vac-1/04(H5N1)
　　ニ　A/duck/Hokkaido/Vac-2/04(H7N7)
　　ホ　A/duck/Hokkaido/Vac-3/2007(H5N1) 
　　ヘ　A/common magpie/Hong Kong/5052/2007(H5N1)(SJRG-166615)
　　ト　A/turkey/Turkey/1/2005(H5N1)(NIBRG-23)
　　チ　rg A/bar-headed goose/Qinghai lake/1a/05[R]6+2(163222)
　　リ　rg A/whooper swan/Mongolia/244/05[R]6+2(163243)

一 ベシキュロウイルス・ベシキュラーストマティティスアラゴアスウイルス（別名　水胞性口炎ウイル
ス）

Vesicular virus, vesicular stomatitis Alagoas virus 2

二 ベシキュロウイルス・ベシキュラーストマティティスインディアナウイルス（別名　水胞性口炎ウイ
ルス）

Vesicular virus, vesicular stomatitis Indiana virus 2

三 ベシキュロウイルス・ベシキュラーストマティティスニュージャージーウイルス（別名　水胞性口炎
ウイルス）

Vesicular virus, vesicular stomatitis New Jersey
virus

2

四 パスツレラ・マルトシダ（莢膜抗原型がＢ又はＥであって、菌体抗原型がHeddlestonの型別で２又
は２・５であるものに限る。）（別名　出血性敗血症菌）

Pasteurella multosida 2

五 ブルセラ・オビス（別名　ブルセラ病菌） Brucella ovis 3

六


